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はじめに

2018年 5月 、国連のグテー レス事務総長は、スイスのジュネーブ大学における講演の中

で、「命 を救 う軍縮 (disarmament that savcs livcs)Jと のコンセツ トを打ち出 し、その一

つ として、小II武器 (ツ止W:旦mall基 rms and Light leapons)の 不法な取引、流用、転

ll、 密造等が原体 となって、紛争、社会イく安、暴力な どの問題が生 じ、毎年 50万人以 1の

人命が失われている現状に対 して、国際社会が一致 して対処することの重要性を強調 した.

被爆国である我が国においては、1亥 兵器 、上物・化学兵器 とい う大量破壊 兵4/F、 とりわけ

核 兵器 に対す る関心が高い一方、国内における銃規市」が厳 1各 に行われていること1)あ って、

世界的 に小型 武器 が もた らしてい る深ノ|な 状況 についての関心は高い とは言 えない。

しか し、小型武器は、現在 ll界中に 10億丁以 上が流通 し、合法的な取引だけで 1)毎年 1兆

円近 く (85億 ドル)に上っているとの民間の報告 t,あ る。「事実上の大 壁破壊兵器」と言わ

れているように、2017年における小fl武器に出来す る犠牲者は 75万 人に達 してお り、紛

争をl‐ Jll化、激化 させ るだけではなく、粉争終 了後、国連などによる人道援lLt活動や復興開

発 を阻害 し、紛争の再発、犯罪の増加、貧 llkl年 を助長する原因 とt,なつている。また、戦闘

による死者数 より非紛争地域 における銃撃や銃 を用いた 自殺等 による犠ll者数の方が多い

のが実態である.

(注)4ヽ型武器の定義

小型武器は、一般に、①一人で携帯、使用が可能な狭義の小型武器 (smallttms)(カ ラシニコフ、ライ

フル、自動ピストル、リボルバー、サブマシンガン等が含まれる。)と ②数名で運搬、使用が可能な軽兵器

(■ght weapons)(マ シンガン、ポータブルミサイルランチャー (肩撃ち式ミサイル)、 100ミ リ以下の迫

撃砲、グレネー ドランチャー (手溜弾発射装置)等がここに分類される。)か らなる。一方、これに加えて、

③弾薬及び爆発物を含めて、広義の「小型武器Jと 呼ぶ場合もある。

小型武器に関連する各種の国際的な枠組み

小型武器に関連する国際的な枠組みとしては、2018年 6月 に第 3回 ll■行検討会議が行わ

れ′た国連小型武器行動計画 (UNPOA)(2001年 策定)、 日本が 2018年 8月 の第 4国締約国会

議の議長IJと なっている武器貿易条約 (ATT)(2014年 発効)や銃器議定書 (FP:「 Ill際的な組

織犯罪の防止に関するlTl際連合条約を補足する銃器並びにその部品及び構成部分並びに弾

業の不正な製造及び取引の防止に関する議定書J)(2005年 発効)な ど様々なた,の が I・ 7る .

ここでは細部の説明は省略するが、上.・Bの 3つの枠組み以外にも、国連の下での措置として、自発的な

措置である国連軍備登録制度 (UNROCA)(1992年 設立 :2006年小型武器の報告も可能にするために統一

書式を設定)力 あゞり、また、それぞれの地域で小型武器の枠組作りとして取り組みが進んできたものとし

て、①米州機構 (OAS)に よる「銃火器、弾薬、爆弾及びそれに類する機材の製造及び不正取引に関する

米州協定 (CIFTA)」 の採択 (1997年 )、 ②EUに よる「武器輸出に関する行動規範」の採択 (1998

年)、 00Sの による「小型武器に関する文書Jの作成 (2000年)、 ④南部アフリカ開発共同体 (SADC)

による議定書の採択 (2001年)、 ⑤中米統合機構 (SICA)に よる武器の不法所持等に共同対処するため

の行動計画の採択 (2005年)、 ⑥アフリカ東部諸国 11カ 国による小型武器ナイロビ議定書の採択 (2005

年)、 ⑦西アフリカ諸国経済共同体 (ECOWAS)に おける小型武器管理プログラムの発足 (2006年)等が

ある。また、有志国による取り組みとしては、③通常兵器及び関連汎用品・技術の輸出管理に関するワッ

セナー アレンジメント (VA)が 制定した「小型武器輸出に係るガイ ドラインJ(2002年)等がある。



これ らの
「

J題 に関心が集まったのは、特に冷戦終結後、世界各地において地域紛争や内戦
が激化 し、小型武器による人命の損失など深刻な実態がり1ら かになったことによる。このよ
うな事態を受けて、1995年、ガリ国連事務総長は、 1平和への・I題 (追 補)Jで小型武器な
どの「ミクロ軍縮Jの必要性を訴え、国連の枠組みの中で小型武器問題に取 り711む重 2/・ 性が

認識された.同年、この問題の検討を国連でスター トさせるための国連総会決議が日本を含
む関係国のイニシアティブにより提出された。これを契機として、政府専門家グループゃ政

府専P日家バネルにおける検討が継続的に進められ、様々な枠組みが成 tすることになった。
今回のグテーレスコ連事務総長の軍縮アジェングは、この時以来ほぼ 4半 lll紀 ぶ りという
ことになる.

「国連小型武器行動計画」(UWOA)の 採択

2001年 7月 に国連小型武器会議が開催され、千小型武器行動計画Jが政治文書として採

択された.こ の行動計画 (UN Program OfAciOn:UNPOA)は 、①前文、② とるべき措置、

0履行・国際協力・国際支援、C今後の予定からなってお り、国連加盟FIlが小II武 28P.r題 に

取 り組む 11での行動指11と して、「 l際的な規範作 りと行動計画をどのようなイ11組みで実施

していくか、関係者・機関をいかに調整 していくか等、計画を履行 していく上での具体的施

策が体系的に示され、この人枠に基づき、様々な観点から小■1武器問題への対応が進められ

ている.

この行動計画においては、あらゆる側面における小型武器の非合法取引の防止、除去及び

僕減 とい う日標の ド、小型武器がもたらす様々な問題・課題に言及 した [で 、国家、地域、

世界のそれぞれのレベルでとるべき施策について順に述べられている.

各 レベルでとるべき措置は類似 しているが、 fl家 レベルでは以下のような基本的な措置

が求められている。

国連小型武器行動計画 (■ )において国家がとるべき措置 (概要)

参加国は、それぞれの国や地域の実情に応 じ、小型武器の違法取引を防止・根絶するためあらゆる局面

において次のIRL置 をとるものとする。 (1)

*製造/輸出/輸入ん移転/再移転を規制する適切な法律、規則、行政手続を導入すること②

*違法行為 (製造、保有、貯蔵、取引)に刑事罰を適用するようにし、これを履行すること(3)

*違法な製造、管理、密輸、流通、仲介、貿易、追跡、融資、回収、破壊を含む小型武器問題に関わる国内

の諸機関を調整する仕組みを作 り、指定すること(41

*小型武器行動計画の履行に関する連絡窓口を設けること(5)

*不法な製造、取引、貯蔵、移転、保有、融資等を行 う者を特定 し、国内法に従い対策をとること⑥

*武器の識別 追跡ができるよう、製造業者に製造番号等の刻印(IIla量五glを行わせること(つ

*適切にマークされていない武器の製造、貯蔵、移 4_―、保有を防ぐためのあらゆる措置をとること(8)

*製造・保有・移転に関し総合的・正確にできる限 り長期間記録 し、データを取 り出し可能にすること19)

*国が保有する武器に関する責任を明確化 し、追Lf《racinJが できるようにすること(10)

*小型武器の製造・輸出入・合法取引を免許制にし、輸出許可申請書に関し、国際法の下での責任に合致

させつつ、特に非合法取引にlt回 (d■■ersionlす る危険を考慮 して、評価を行 うこと(11)

*最終使用者証明(End User Ceruicate)等輸出と移転の効果的管理を行 う法制を導入・履行すること(12)

*再輸出の場合、二国間協定に従い原輸出国に通報するようあらゆる努力を払 うこと(13)

*仲介lbrOる五nglの 登録 許可等に関する適切な法令を導入 し、違法な仲介者への罰則を定めること(141

*国連憲章に従い国連安保理が発動する武器禁輸に違反する行為に対 し全ての適切な措置をとること(15)

*没収、捕獲、回収 された武器等について、他に適切な措置が取られない限り、これを破壊すること(16)

*国の権限ある組織が保有する武器を適正に管理 (貯蔵場所・安全対策等)する手続を確立すること(17)

*政府保有武器を定期的に見直し、余乗嗚 uゃlus)を識別 し、破壊等適切な計画を作成・履行すること(18)



*余剰 となつた武器のうち、破壊すべきものは、2000年 11月 の国連事務総長報告に従い破壊すること(19)

*紛争間・紛争終結後を含む小型武器問題に関する国民への啓発活動計画を作成・履行すること(20)

*武装解除‐復員 再統合 (Disar田 .l■ ent/Demobilization/Reintegration:DDR)計 画を作成 履行すること(21)

*紛争による影響を受けたこどものニーズ (家族との再会、市民社会への再統合等)に対応すること(22)

*小型武器に関する法制を公表 し、自主的に小型武器関連の情報を関係機関に提出すること(23)

この行動計画は、国連加盟 コ|こ 対 して法的な拘束力を持つ ものではなく、また、弾共を含
んでいないが、国連の ドでのグローバルな取組 として小型武器の不正取引の撲減のための

諸課題に焦点を当て、その企面的かつ効果的な遂行を求めるt)のである。2006年 の第 ]回
履行検討会議で成果文書が採決に至 らなかったことな ど、紆余曲折があ)っ たものの、隔年会

合 (BMS:第 1回 2003年 (議長国 日本 )、 その後 2005年、2008年、2010年 、201■ 年、
2016年 に開催 )、 専 HЧ家会合や 64Fご との履行検討会議 (Review Conference)の 開催 (第

1「l1200611(議 長にJス リランカ)、 第 21F12012年 (議長国ナイジェ リア )、 第 3「12018年
(議長同仏))を通 じ、「とるべき措置Jの着実な推 lrを 図ってい くこととされている.

武器貿易条約の成立経緯

冷戦終結に伴い、通常兵器の不正な取引が各LFlの安全保障、社会、経済及び人道状況 に与

える悪影響が強 く懸念 され る中、1992年の国連軍備登録制l度 な ど様々な枠組みが成立す る

ととt)に、通常兵器の取り、特に1輸 出許可基準に関するグローバルなスタンダー ドを確立す
べきであるとい う要望が高まっていった。 こうした中で、2000年代のは じめに武器貿易の

規制に関する条約 を策定す るとい う構想が NGOに より唱え_ら れた。国際社会の支持が広が

り、国連において、2006年 12月 に総会決議が採択 され、通常兵23の移 |_r規 制に関す る高い

レベルのLtl際基準を規定す る武器貿易条約に関する検討が開始された。

この条約については、冷戦後に成立 した様々な枠組みを踏まえて、新 しい条約 として、実
IBL可 能性、何を対象 とするか、貿易が市」限 され るべ き具体的な状況 (パ ラメーター)を どう

す るか等について集中的な検討が数年間にわたって行われた。2013年 3月 には国連最終会

議が開催 され、合意を日指 して交渉が行われたが一部の国の反対によリコンセンサスが成

立せず、採択に至 らなかった。このため、日本を含む多数の国が最終会議においてまとめら

れたのと同 じ内容の条約案を採択す るために国連総会に共同決議 を提出 し、 これが lヶ 月

後の 2013年 4月 に賛成多数 (賛成 154,反対 3,来確 23)で採択 された。

この条約は 2013年 6月 に署名開放 さね′たが、その後 1年あま りの間に発効に必要な 50

カLIの批准が得 られ、2014年 12月 に発効 した。その後 t)締約国は着実に増力lし 、4年 日の

2018年 8月 の時点で、加盟日・地域の数は 100に近づきつつあ /」
.

武器貿易条約の概要

武器貿易条約は、前文、本文 28箇条及び大文か らなつている。

目的 として、平和・安全・安定への寄与、人類の苦 しみの軽減、各国の協力・透り1性及び

責任ある行動の促進・信頼醸成のため、通常兵器の国際貿易の規制等のための可能な最高水

準の共通の国際的基準の確立、その不 ]i取りの防 L・ 根絶及び流用の防 I:を 図ることをり1示

している (第 1条 )。

適用範囲については、規制 されるものは 8種類の通常兵器 (戦車、装 111戦闘車両、大 口径

火砲システム、戦闘用航空機、攻撃ヘ リコプター、軍艦、ミサイル及びその発射装置、小型

武器及び軽Il器)であ り、規市1対象 となる行為は、輸出,輸入,通 i遇・積替え,仲介 とされ

ている (第 2条 ).弾薬類及び部品・構成 1早]については、規制の範囲は輸出に限定されてい



るモ)のの、条約の対象とされている (第 3条及び第 4条 )。

締結国の主要な義務 としては、以 ドのものが定められている。

|■ l際貿易管」17の ための国内制度の整備 (管理 リス トの確立、権限当局の指定)(第 5条 )

国連安保理決議や国際協定に基づく義務等に違反する場合の移転の禁止 (第 6条 )

通常兵器が平和・安全に寄 与し又は損なう可能性,国際人道法 。国際人権法の重大な違

反等に使用される可能性を評価 し,著 しい危険性ある場合は,移転を許可・ t■ず (第 7条 )

通常兵器の輸入 (第 8条 )、 通過又は積替え (第 9条)仲介 (第 10条 )の規市」措置

流用を防 I[:す るために必要な措置の実施 (第 11条 )

輸出許可の発給又は実際の輸出に関する記録の保持・保存 (10年以 L)(第 12条 )

許可された又は実際の輸出・輸入に関する報 (1子 の事務局への提出 (531ま で)(第 13条 )

・コ内法令の執行のための措置 (第 14条 )

このほかの規定として、国際協力 (第 15条 )、 国際的援助 (第 16条 )、 締約国会議(第 17

条)、 事務局 (第 18条 )、 紛争IT決 (第 19条 )、 改TF(第 20条 )、 発効 (第 22条 )、 留保 (第

25条 )、 他の国際協定との関係 (26条 )等について定められている。

武器貿易条約の展開

武器貿易条約が 2014年 12月 に発効 したことを受け、2015年 8月 、第 1回締約国会議が

議長 llメ キシコのホス トの下にカンクンで開催 され、条約で定めるべきこととされた事項

(締約国会議に関する事項 (手続規則、財政規則等)や事務局の設置)について合意 し、武

器貿易条約の事務局がスイスのジュネーブに設置されることになった。

第 2可締約会議はナイジェリアの議長の ドに 2016年 8月 にジュネーブで開催され、この

会議では,国際的な武器貿易の一月の透明性向上のための冒頭報告,年次報告のあり方につ

いて合意に達 したほか,国際協力 と国際的援助のカギとなる任意信託基金 (VTF:
VOluntary Trust Fund)の 設置を決めるなどの成果を挙げた。

第 3可締約国会議はフィンラン ドの議長の下に 2017年 9月 にジュネーブで開催され、
「条約の実効的な履行」,「透明性及び報告J,「 条約の普遍化Jに関する三つの作業部会の活

動成果を踏まえ,こ れらを継続 して設置することで合意 したほ力、持続可能な開発 日標の実

現に向けた J町 の履行の重要性,国際協力の促i笙等について 1ぅ 認識が 致 した。

第 4回締約国会議をめぐる状況

第 4回締約 F■J会議は、2018年 8月 20日 から24日 まで東京 (ホ テル棒山荘)において開

催されるが、これまで作業書;会 を中心に検討が行われてきている。条約の履行に関しては、

実施全般 (第 5条 )、 移転の禁止 (第 6条 )、 輸出評lI(第 7条)及び流用の防止 (第 11条 )

について、透明性及び報告では情報共有の深め方や報告内容の深化等について、さらに普遍

化では締約国 (ア ジア大洋り11諸国では 1吉lfi度 )の拡大について、力点が置かれている。

小型武器問題に真剣に取り組むために

これまで述べてきたように、小型武器をめぐる問題については、冷戦終結後にさらに問題

が複雑化する中で、継続的にllA組が行われてきているが、技術の進展に伴 う不法取引の手日

の拡大 (資 金の不透明化、変造の容易化等)、 コ家関係の変容、ソーシャルメデ ィアの発 l・
‐

と情報の拡散などによりますます対応が困難になっており、テロ、組織犯罪、暴力、差別、

自殺、貧困等あらゆる場面で不法な武器取引のもたらす問題がますます頭在化 している。

日本はこの分野では、一貫 して国際協力を主導 してお り、国連小
jF l武

器行動計画の策定に

おける貢献、国連総会における小型武器決議の共同提案国 (日 本、コロンビア、南アフリカ)



としての活動、ODAを含む現場に対する支援や能力構築支援などの実績を有 しているが、

それをさらに体系的に展開することが求められている。

以下は、私見になるが、今後の対応において特に重視すべき事項について述べて、本稿を

締めくくることとしたい。

第一は、包括性 と連関性である。小型武器に関連する諸課題を包括的に捉え、関連する条
約、決議などの様々な枠組みを横断に活用 し、ベス トプラクティスや専門家のノウハウを共

有して課題に取 り組むことである。このためには、国連小型武器行動計画と武器貿易条約の

双方に共通する重要テーマである「流用の防止」への取組をみてもわかるとお り、複雑に絡

み合 う問題の構図をうまくマッピングした上で、外交当局はもとより、分野を超えて実務当

局 (輸出管理、税関、金融、軍、法執行機関)を結集するとともに、市民社会・産業界との

協力を推進することである。また、その際、様々な枠組みを独立的に捉えるのではなく、そ

れぞれの役割に応 じていわゆるシナジーを確保 していくことが求められる。このためには、
問題に関連する事務局同士が効果的に連携するとともに、どF事 務局も含めて、それぞれ
の枠組の運用を支援する国連軍縮部 (UNODA)と の平素からの緊密な協力関係を確立す

ることが重要である。

第二は、効果的な履行 と普遍化のバランスである。例えば、発効から4年に満たない武器

貿易条約について言えば、短期間の間に締約国が 100に近づいていることは評価されるベ

きであるが、同時に条約の義務の履行状況は芳 しくなく、法的義務である報告書の提出率を

例にとれば最新でも6割以下の状況にある。一方、アジアのように締約国が少ない (ASE
A N10カ 国のうち、締約国は未だにゼロ)地域への普遍化は重要な課題であるが、条約の

履行義務を誠実に考えている国ほど、報告の負担の重さなどその能力とのギャップに懸念

を有する傾向にある。したがって、政治家や国防サイ ドも含めて条約に対する認識を高め、

その優先度について適切に判断できる環境を整備するとともに、法的、人的、技術的、制度

的な側面において、各国別の状況に応 じた効果的な能力強化支援を実施 していくこと、また

締約国になることがこの種の国際協力を得る近道でもあることを強調 していく必要がある。
この意味で、武器貿易条約の下で運用されている任意信託基金 (日 ・独が最大の ドナー)を
効果的な履行のために活用 し、その成果を蓄積していくことが重要であり、ひいては非締約

国にとり締結に向けた重要なインセンティブに繋がつていくと考えられる。

第二は、継続性 と透明性である。包括性 と連関性を重視すればするほど、また効果的な履

行と普遍化をバランスよく進めていく上で 1)、 継続的な取組が不可欠である。国連小型武器

行動計画について言えば、策定後 15年以上が経過 したが、各国をとりまく安全保障環境が

大きく変わる中でその全面的かつ効果的な履行に取 り組んでいくことは容易ではない。急

激な技術革新が進む中で、変化に柔軟に対応 しつつ、中期的な見通 しの下にとるべき効果的

な措置を計画的に積み重ねていく必要がある。一方、履行に当たつては、策定時に予想され

なかったような事態、又は結果としてあいまいにせざるを得なかった「困難な問題」につい

ても、市民社会の問題提起も含めて誠実に受け止め、透明性をもつて情報共有に努めながら、

積極的に対応 していく必要がある。一例を挙げれば、武器貿易条約第 7条で求められてい

る「輸出評価」 (通常兵器が平和・安全に寄与 し又は損なう可能性,国際人道法 。国際人権

法の重大な違反等に使用される可能性を評価 し,著 しい危険性のある場合は,移転を許可 し

ない)を条約の精神に照らしてどのように具体化するかといつた問題は、締約国のみならず、

地域・国際社会にとつて非常に関心の高い課題 と言えよう。

(了 )


